
１．令和８年度農業農村整備事業の推進にあたっての基本的な考え方 

 

 農業農村を取り巻く情勢は、国内の少子高齢化・人口減少による農業者の減少や農村集落機能の低下、農地の

荒廃リスクの拡大、気候変動による高温や渇水、大規模自然災害の頻発化・激甚化、世界人口の増加による食料

需要の増大、世界的な物価高騰などに直面しており、厳しさが増している。 

 このような中、国では、令和６年６月に食糧安全保障の強化、農業の持続的発展、輸出促進を目指し、「食料

・農業・農村基本法」が改正されたことを受け、土地改良法（令和７年４月）、「食料・農業・農村基本計画（令

和７年４月）が相次いで改正された。また、農業構造転換集中対策期間（令和７年度から令和11年度）で実施す

る具体的な対策を盛り込み、令和７年９月に新たな土地改良長期計画を策定したところ。 

 県では、時代の変化に対応し、夢や希望にあふれ、幸せを実感できる「新しい茨城」を創り上げていくため、

「茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～」を平成30年 11月に策定し、県政運営を進めてきたが、令和８

年４月に、新たに第３次茨城県総合計画を策定した。農業については「強い農林水産業の実現」を掲げ、農家１

戸あたりの所得向上を図る取組等を進めていくこととしている。また、概ね2050年までの中長期的な視点をもっ

た本県農業の指針として令和５年５月に、「茨城農業の将来ビジョン」を新たに策定し、米や野菜、畜産といっ

た品目別の目指すべき姿や水田農業の構造改革に向けた土地改良事業の在り方などを示している。令和８年度以

降このような観点・方向性を踏まえ、施策の展開を図っていく。 

 

 

１ 生産性向上等に向けた生産基盤の強化  

① 低コストで生産性の高い水田の基盤づくり  

水田農業の生産コストを低減するため、ほ場の大区画化等を進めるとともに担い手への集積・集約化を進め

る。また、用水のパイプライン化やICT等を活用し、水管理の省力化を図るとともに、米以外の高収益作物の

生産拡大を図る水田の畑地化や汎用化を進めるため「経営体育成基盤整備事業」等を推進する。  

② 高品質な青果物の安定生産に向けた畑地の基盤づくり  

畑作営農の効率化を図る区画整理や、高品質な青果物の安定生産に向けた国営用水を活用した畑地かんがい

施設の整備を進めるため「畑地帯総合整備事業」を推進する。 

 

２ 増大する災害リスクに対応するための農業・農村の強靭化  

③ 農業水利施設の計画的な長寿命化対策  

農業水利施設の機能を安定的に発揮するため、老朽化が進む基幹的農業水利施設について、機能診断結果や

長寿命化計画に基づき、「かんがい排水事業」等により施設の補修・更新を推進するとともに、小規模な末端

の農業水利施設については「土地改良施設維持管理適正化事業」等により老朽化の状況に応じた適切な長寿命

化対策を促進する。 

④ 農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策  

    農地や農業用施設の機能維持、災害の未然防止及び被害解消を図るため、「農村地域防災減災事業」等を推

進する。また、近年の地球温暖化に伴う気候変動の影響等により、豪雨災害が頻発・激甚化し、水害リスクの

増大が懸念されるため、防災重点農業用ため池に係る防災工事や水田が有する雨水貯留機能を高め、下流の市

街地・住宅等の洪水被害や内水氾濫の被害の軽減を目指し田んぼダムの取組を拡大する。 

 

 

 



３ 農村の価値や魅力の創出  

⑤ 地域資源を活用した持続可能な農村づくり  

    地域資源を活用した加工品開発や都市農村交流など、地域活性化につながる取組に挑戦する人材の確保・育

成を図るとともに、地域産品の主要な販売拠点である農産物直売所等交流拠点の利用促進等を図るため「都市

農村交流推進事業」等を推進する。 

⑥ 地域共同による農地、水路、農道等の維持管理等  

「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接支払制度」を活用し、農地や水路、農道などの地域資源を

適切に保全管理する地域ぐるみの共同活動等の持続可能な組織体制の強化・維持を支援する。 

⑦ 豊かで住みよい農村環境づくりの推進  

農村の生活環境の改善や河川・湖沼などの水質保全を図る農業集落排水施設の整備や接続に向けた取組を支

援するため、「農業集落排水事業」等を推進する。また、老朽化した農業集落排水施設の長寿命化を図るため、

施設管理者が実施する機能診断調査や対策工事等を支援する。  

人口減少や施設の維持管理費の増大に対応し、農業集落排水施設の統廃合等による維持管理費用の削減や施

設稼働率の向上を図る。  

⑧ 鳥獣による被害対策の推進  

    広域化する鳥獣被害の対策として「鳥獣被害防止総合対策事業」を推進し、地域住民による集落環境の点検

や共同での侵入防止柵の設置など「地域ぐるみ」の防止活動に加え、ICTを活用した捕獲活動の効率化など、

市町村における有害鳥獣捕獲活動等を支援する。 

 

これらに加えて、農業農村整備事業を推進する取組として、土地改良区の体制強化を図り、将来にわたり地

域の農業水利施設等を適切に保全する体制を構築するため、「土地改良区組織運営基盤強化対策事業」により、

土地改良区の合併等の再編整備や水土里ビジョンの策定を推進する。 

また、農業農村整備事業の有効性や効果を農業者や県民に理解してもらうための広報活動に重点的に取り組

むとともに、工事受注者が情報化施工技術の活用に積極的に取り組めるよう、農業農村整備事業工事の発注体

制を整える。 

 



【参考】 

農業農村整備事業関係施策体系 

 
【県の施策】                【国の施策】 
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食料・農業・農村基本法 
（H11.７施行） 

Ⅰ「新しい豊かさ」へのチャレンジ 
政策 3 強い農林水産業 
(1)農業の成長産業化と未来の担い手 
づくり 

政策 5 自然環境の保全・再生 
(1)霞ケ浦等の水質改善 

 
Ⅱ「新しい安心安全」へのチャレンジ 
 政策 9 安心して暮らせる社会 
(2)安心な暮らしの確保 
施策 10 災害・危機に強い県づくり 
(6)災害・危機に備えた県土整備や危機

管理体制の充実強化 
(7)流域治水対策や治水対策を総合的に

推進 

農 業 農 村 整 備 事 業 の 実 施 

○ 生産基盤強化による農業の成長産業化 

○ 増大する災害リスクに対応するための農業・農村の強靭化 

○ 農村の価値や魅力の創出 

○ 農業農村整備事業推進のための取組 

○農業の持続的な発展に関する施策 

➢生産コストの低減 

  大区画化、ICT 

○農村の振興に関する施策 

➢関係人口の増加 

➢農村 RMO 

茨 城 県 総 合 計 画 
（R8.４策定） 

新たな食料・農業・農村基本計画 
（R７.４閣議決定） 

4 つの政策課題に取り組む 

○生産性向上等に向けた生産
基盤の強化 

○農業用水の安定供給及び良

好な排水条件の確保 

○増大する災害リスクに対応

するための農業・農村の強

靭化 

○農村の価値や魅力の創出 

活力があり、県民が日本一幸せな県 

総合的な TPP 等関連政策大綱 
（H29.11 月決定） 

茨城県国土強靭化計画 
（H29.２策定） 
（R４.３改定） 
（R７改定予定） 

茨城県公共施設等総合管理計画
（H27.３策定） 
（R４.３改定） 
（R７改定予定） 

 

新たな土地改良長期計画 
（R７.９閣議決定） 

みどりの食料システム戦略 
（R３.５月決定） 

防災・減災・国土強靱化のための 
３か年緊急対策 

（H30.12 月 閣議決定） 
５か年緊急対策 

（R2.12 月 閣議決定） 
 

土地改良法の改正 
急施の防災事業の拡充 
土地改良区のガバナンス強化 

（R４.４） 

茨城農業の将来ビジョン 
（R５.５策定） 

土地改良法の改正 
国・県による更新事業の創設 
連携管理保全計画の位置付け 

（R７.４） 

第 1 次国土強靭化実施中期計画 
（R７.６閣議決定） 

土地改良法 
（S24.６.６） 

食料・農業・農村基本法 
（R６.６月改正） 


